
 

４．保育施設等における「医療的ケア児」受入までの基本的な流れ 

本ガイドラインを踏まえ、佐世保市保育施設等における、一般的な４月入所受付での「医療的ケア

児」受け入れまでの基本的な流れを以下に記載します。 ＊以下以外の場合は、個別に検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者から提出 

①「医療的ケア実施申込書」 

②「医療的ケアを実施するにあたっての重要確認事項」 

③「医療的ケアに関する主治医の意見書」（主治医より） 

＋ 入所申請に関する書類 

入所受付→保育幼稚園課 

保護者と事前面談 

行政/保育士・幼稚園教諭、地区担当保健師 等 

【医療的ケア児受入検討委員会（子ども発達センター医師、保健師、行政/保育士・幼稚園教諭、行政関係各課等）の開催】 

〇主治医の意見書・医療的ケアの確認       〇保育施設等における医療的ケアの確認 

〇対象児童の状況や保護者のフォロー等の確認 〇他機関との連携の確認（福祉サービスの利用等）他 

受入可能 

④「医療的ケア実施検討結果通知書」 

 

受入見送り 

⑧医療的ケアについて 

保育施設等入所に向けての調整 

 

受入施設内定 

〇（保護者）見学・面談 ⑦「医療的ケア実施承諾書」 

〇（施 設）入所説明、専任看護師の配置 

②「医療的ケア実施重要確認事項」の確認 ⑨「医療的ケア実施計画書」の作成 

〇（主治医）        ⑤「医療的ケアに関する指示書」、専任看護師への情報提供、実技指導等の研修 

※専任看護師配置がむずかしく、医療的ケアの内容が定期的で、保護者が訪問看護ステーションを希望し、 

すでに利用経験がある場合、市が訪問看護ステーションと契約する場合もあります。 

他支援・サービスの検討 

保育施設等利用開始 

〇（保護者）情報提供、個別面談の参加、緊急時の連絡・送迎の確保、連絡帳の記入等 

〇（施 設）ケアマニュアル・緊急時マニュアル等の作成、関係機関との情報交換実施 

⑩「医療的ケア個別支援計画書」の作成  

⑪「医療的ケア日誌」の記入    

⑫「医療的ケアにかかるヒヤリハット報告書」の作成・提出 

⑬「医療的ケアにかかるアクシデント報告書」の作成・提出 

 ※卒園・退園を除き、医療的ケアを終了する場合は、保護者より ⑭「医療的ケア終了届」を市へ提出 

入所相談 

保護者→保育幼稚園課 

11月 

 

1２月 

 

２月 

 

４月 

 

事前面談確認 

〇医療的ケア児受入の流れ 

〇主治医の意見 

〇受入施設見学の有無 

※無ければ事前の施設見学に、行政/保育

士・幼稚園教諭、地区担当保健師が同行 


